
Ⅰ 「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」の概要

＜ 制定：平成26年3月26日，公布：平成26年3月28日，施行：平成26年10月1日 ＞
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Ⅱ 鹿児島県障害者差別解消支援協議会について

１ 根拠法令

「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」第19条

２ 目的等

(1) 目的

障害を理由とする差別を解消するための取組を推進する。

(2) 事務

・障害を理由とする不利益な取扱いに該当する事案について，知事の求めに応じ，あ
っせんを行う。

・知事の諮問に応じ，障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項に関し，調査
審議する。

(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)での位置付け

障害者差別解消法第17条第１項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼
ねる。

・障害者差別解消法に規定する協議会の事務

障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため，
必要な情報を交換するとともに，障害者からの相談及び当該相談に係る事例を
踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行う。

組 織 ・委員は22人以内
・委員は，次に掲げる者のうちから知事が任命
① 障害のある人又はその家族その他の関係者が組織する団体を代表
する者

② 関係行政機関の職員
③ 福祉，医療，雇用，教育その他の障害を理由とする差別の解消の
推進に関連する分野の業務を行う関係団体を代表する者

④ 学識経験者
任 期 ・２年
会 長 ・会長は委員の互選により定める
会 議 ・会議は，委員の過半数の出席により開会

・議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数の場合は議長が決する
部 会 ・あっせんを行うための部会を置く

・あっせんに係る事項は，部会の決議をもって協議会の決議とする
・部会に属すべき委員は，会長が指名
・部会長は，会長が指名
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Ⅲ 障害者差別に関する普及啓発・相談対応について

平成２７年度

第１ 普及啓発（平成２７年度）

１ 広報・行事等

リーフレット，ポスター，福祉のまちづくり広報誌「ありば」，県ホームページ，
街頭キャンペーン

平成２７年度鹿児島県障害者差別解消支援協議会
障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム

２ 事業所等の研修会等での説明
（平成２８年３月３１日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
２２ １０ ７ ３９

３ 事業所等への個別訪問
（平成２８年３月３１日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
２２６ ２５９ ５５ ５４０

第２ 相談対応（平成２７年度）

１ 障害者くらし安心相談員の配置状況
配 置 先 電 話 番 号 受 付 時 間

Tel : 099-286-5110
障害福祉課

Fax : 099-286-5558
大隅地域振興局 Tel : 0994-52-2108 月 ～ 金
地域保健福祉課 Fax : 0994-52-2110 午前９時 ～ 午後４時
大島支庁 Tel : 0997-57-7222
地域保健福祉課 Fax : 0997-57-7251

２ 障害者くらし安心相談員の活動状況
（平成２８年３月３１日現在）

相 談 対 応 障 害 大隅地域 大島支庁 計
福 祉 課 振 興 局

５８ ２２ ２３ １０３
相談 不利益取扱い ８ ５ ０ １３
件数 合理的配慮 ９ ４ ０ １３

その他 ４１ １３ ２３ ７７
１８２ ２６ ２６ ２３４

対応 不利益取扱い １４ ５ ０ １９
回数 合理的配慮 ９４ ６ ０ １００

その他 ７４ １５ ２６ １１５
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３ 相談対応の主な事例

(1) 不利益取扱いの事例

ア 労働及び雇用

№ 管 轄 相 談 者

１ 大隅地域振興局 年齢 40代 性別 男 障害種別 内部障害

内 求人募集に応募したところ，障害者には困難な業務内容であるとの連絡が
容 あり，面接もしてもらえなかった。求人票には，電話で説明があったよう

な業務内容についての記載はなかった。事業者に啓発して欲しい。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 今後，募集に際して一定の能力を有することを条件とする場合は，求人票
果 にその旨を記載することとなった。

№ 管 轄 相 談 者

２ 障害福祉課 年齢 40代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 ホームページ上の求人募集で，応募資格として「健康な人」との記載があ
容 る。これは障害者差別に当たる不適切な表現ではないか。ハローワークか

らも不適切な表現として指導されているのに，いまだに修正されていない。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 相談日の翌日にホームページの内容は修正されていた。事業者には，「健
果 康な人」という応募資格で障害者を除外する意図はなかったが，ハローワ

ークの助言等を受けて，「健康」という曖昧な表現ではなく，業務に求め
られる適性・能力が明確になるような表現に修正したとのこと。

イ 公共的施設及び交通機関の利用

№ 管 轄 相 談 者

３ 大隅地域振興局 年齢 不明 性別 女 障害種別 －（市議会議員）

車椅子ダンスのサークルに所属している知人（30代・男・肢体不自由）が，内
容 昨年度サークルで利用した施設から，本年度の利用を一方的に断られた。

対 施設に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 利用申請のあった部屋は，本来は学習を目的とした部屋であり，机，備品
果 等の移動が困難なため断ったとのこと。社交ダンス等が可能な他のスペー

スについても，土足厳禁であることから，車椅子ダンスでの利用は避けて
欲しいとの意向であったが，車椅子のタイヤを拭いた上での利用について
検討を求めたところ，施設側の了承を得た。
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№ 管 轄 相 談 者

４ 障害福祉課 年齢 52歳 性別 女 障害種別 肢体不自由

内 脳梗塞の後遺症で車椅子を使用している。先日，障害者であることを告げ
容 ずにタクシーの配車をお願いしたら，やって来た運転手から「障害者だと

いうことは聞いていない。」とひどい言い方をされた。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 障害者への配慮については常々研修を実施しているところであり，事業所
果 内で調査の上，障害者への配慮について徹底を図ることとなった。

ウ その他

№ 管 轄 相 談 者

５ 大隅地域振興局 年齢 不明 性別 女 障害種別 －（市議会議員）

内 知人の子供（10代・男・聴覚障害）が予備校の寮に入居を申し込んだとこ
容 ろ，緊急時の避難誘導等に不安があるからと拒否された。「入寮案内」に

は障害者の入寮の可否について全く記載がなく，予備校への入校が決まっ
てからの説明で本人も傷ついている。今回は下宿することとなったが，予
備校に対して啓発してもらいたい。

対 予備校に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 校舎についてはバリアフリー化を行い，障害者を受け入れているが 寮に，
果 ついては，火災発生等の場合の入寮者の安全確保の観点から，受入は困難

とのこと。将来的な課題として検討を依頼し，相談者も了承した。

(2) 合理的配慮の事例

ア ルール・慣行の柔軟な変更

№ 管 轄 相 談 者

６ 障害福祉課 年齢 20代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 バスを利用して通勤しているが，車椅子を理由に乗車拒否されることが多
容 い。

対 相談者が乗車拒否される状況について現地調査を行い，各バス事業者及び
応 バス協会へ調査結果を報告し，啓発を行った。

結 バス協会が各バス事業者に対し，障害者への配慮についての指導文書を発
果 出するとともに，各事業所において，乗務員に対する障害者への配慮につ

いての指導等に取り組むこととなった。
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№ 管 轄 相 談 者

７ 大隅地域振興局 年齢 30代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 車椅子を利用しているが，タクシーに乗ったとき，運転手の態度が非常に
容 悪かった。車椅子の扱いにも慣れておらず，めんどくさそうにされて不愉

快な気分になった。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 車椅子利用者への配慮については，乗務員への指導を行っているところで
果 あり，事前に連絡があれば慣れた乗務員に対応させているとのこと。障害

者への配慮について，乗務員に再度周知を図ることとなった。

イ 意思疎通の配慮

№ 管 轄 相 談 者

８ 障害福祉課 年齢 40代 性別 女 障害種別 聴覚障害

内 聴覚障害者だが，福祉団体主催の研修会の受講に際し，主催者側に手話通
容 訳者の手配を依頼したが断られた。

対 福祉団体に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 手話通訳者の手配を求められた前例がなく，予算措置もしていないことか
果 ら本年度の対応は難しいが，来年度以降検討したいとのこと。今回の研修

会は，相談者が手話通訳者を自身で手配し，福祉団体側が研修会会場にお
いて，手話通訳者の座席等に配慮することで双方が合意した（平成28年度
は予算措置されたことを確認。）。

ウ 物理的環境への配慮

№ 管 轄 相 談 者

９ 障害福祉課 年齢 60代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 車椅子を利用しているが，路面電車の停留場で，停留場の屋根の支柱が車
容 椅子の通行の妨げとなっている。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 事業者によって，「車イス利用対応停留場」（有効幅員が９０cm以上の停
果 留場）が定められており（全３７停留場のうち２６停留場。各停留場やホ

ームページに掲示中。），相談のあった停留場は，非対応の停留場であっ
た。幅員を広げるには道路改修も必要であり，早急な対応は困難だが，将
来的な課題として認識しているとの回答があり，相談者も了承した。
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平成２８年度

第１ 普及啓発（平成２８年度）

１ 広報・行事等

リーフレット，ポスター，福祉のまちづくり広報誌「ありば」，県ホームページ，
街頭キャンペーン

市町村担当者意見交換会【７地域振興局・支庁】
平成２８年度鹿児島県障害者差別解消支援協議会

２ 事業所等の研修会等での説明
（平成２８年９月３０日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
２０ ６ ６ ３２

３ 事業所等への個別訪問
（平成２８年９月３０日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
２３ １３３ ３８２ ５３８

第２ 相談対応（平成２８年度）

１ 障害者くらし安心相談員の配置状況
配 置 先 電 話 番 号 受 付 時 間

Tel : 099-286-5110
障害福祉課

Fax : 099-286-5558
大隅地域振興局 Tel : 0994-52-2108 月 ～ 金
地域保健福祉課 Fax : 0994-52-2110 午前９時 ～ 午後４時
大島支庁 Tel : 0997-57-7222
地域保健福祉課 Fax : 0997-57-7251

２ 障害者くらし安心相談員の活動状況
（平成２８年９月３０日現在）

相 談 対 応 障 害 大隅地域 大島支庁 計
福 祉 課 振 興 局

３７ １２ １４ ６３
相談 不利益取扱い ２ ２ ０ ４
件数 合理的配慮 ５ ３ １ ９

その他 ３０ ７ １３ ５０
２２７ ５０ ５１ ３２８

対応 不利益取扱い ７ ５ ０ １２
回数 合理的配慮 ３０ ４ ６ ４０

その他 １９０ ４１ ４５ ２７６
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３ 相談対応の主な事例

(1) 不利益取扱いの事例

ア 福祉サービスの提供

№ 管 轄 相 談 者

１ 障害福祉課 年齢 不明 性別 男 障害種別 －（息子）

内 車椅子を利用している母（６５歳以上）に通所介護（介護保険サービス）
容 を利用させたいが，自宅が集合住宅の２階（エレベーターなし）にあるた

め送迎できないと事業者に断られた。

対 事業者に事実関係を確認した。
応

結 利用者の送迎には職員２人が従事しており，うち１人は送迎車に待機する
果 必要があるため，残る１人で相談者の母を抱えて階段を昇降することとな

るが，安全確保が難しく，送迎に従事する職員を増員することも困難なこ
とから利用を断ったとのこと。介護保険担当部署にも確認の上，当該事業
者の人員体制では２階までの送迎は困難である旨を相談者に対して繰り返
し説明するも，最後まで納得は得られないまま終結。

イ 商品の販売及び役務の提供

№ 管 轄 相 談 者

２ 障害福祉課 － 不明 性別 男 障害種別 －（市職員）

内 知的障害を理由に，民間事業者主催の婚活パーティーへの参加を断られた
容 との相談が住民からあったが，どのように対応すれば良いか。

対 相談者が希望するならば，事業者に事実関係を確認し，必要に応じて啓発
応 を行うよう助言した。

結 市（障害福祉担当部署）が事業者に対して啓発を行った結果，事業者が相
果 談者に謝罪し，今後は善処することで，相談者も了承したとのこと。

ウ 労働及び雇用

№ 管 轄 相 談 者

３ 大隅地域振興局 年齢 不明 性別 男 障害種別 内部障害

内 月１回通院する以外は日常生活に全く支障はないが，心臓機能障害のせい
容 か，求人に応募しても，書類審査で不採用とされる。

対 相談者に対して，履歴書の書き方（障害があってもできること，配慮して
応 欲しいこと等の記載）について助言し，併せて，最寄りの障害者就業・生

活支援センターを紹介したところ，同センターに利用登録した。
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(2) 合理的配慮の事例

ア ルール・慣行の柔軟な変更

№ 管 轄 相 談 者

４ 障害福祉課 年齢 80代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 車椅子利用者だが，バスツアーに応募したところ，「介助者を同行させて
容 欲しい。介助者も同額の料金負担となる。」と言われた。事業者の合理的

配慮として，介助者を手配して欲しい。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 事業者は，車椅子利用者には一律に介助者の同行を依頼しているとのこと
であったため，介助者同行をツアー参加の条件とするには，障害の状況や，果
ツアー中に必要とする介助，補助その他の支援措置などを総合的・客観的
に判断する必要がある旨を説明し，了承を得た。介助者の手配について
は，事業者として負担が大きいとの回答であり，相談者も了承した。

№ 管 轄 相 談 者

５ 障害福祉課 年齢 40代 性別 女 障害種別 肢体不自由

内 電動カートの利用者だが，大型の商業施設への電動カートでの入店を断ら
容 れた。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

他の同様の施設では入店を認めている旨を事業者に伝えたところ，今後は，結
果 電動カートでの入店を認めることとなった。

№ 管 轄 相 談 者

６ 障害福祉課 年齢 60代 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 車椅子利用者だが，路面電車にいつもの停留場から乗車したところ，乗務
容 員から，今後は他の停留場で乗車するように言われた。理由を知りたい。

対 事業者に事実関係を確認した。
応

結 前月，他の停留場で，電車と車椅子利用者の接触事故が発生したことを受
果 け，「車いす利用対応電停」（有効幅員が９０cm以上。全３７停留場のう

ち２６停留場。）以外の停留場については，有効幅員に応じて，「車椅子
の種類によっては利用できる」停留場と，「車椅子の利用はできない」停
留場に分け，ＨＰでの公開，停留場への掲示，乗務員からの注意喚起等を
行っているとのこと（介護者がいる場合を除く。また，乗車・降車拒否は
していない。）。相談者に対して，前記の理由と，相談者の利用する停留
場が「車椅子の種類によっては利用できる」停留場（幅員７５cm）である
旨を伝え，相談者も了承した。
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イ 意思疎通の配慮

№ 管 轄 相 談 者

７ 障害福祉課 年齢 75 性別 男 障害種別 聴覚障害

内 聴覚障害者だが，金融機関の窓口で職員の声がよく聞こえず，用件を果た
容 せないことがあった。金融機関の窓口では，聴覚障害者に対して筆談で対

応して欲しい。

対 相談者は，筆談で対応して欲しい旨の要望を金融機関側に伝えていなかっ
応 たため，合理的配慮を必要とする場合は，相手方に意思の表明を行うよう

助言した。

ウ 物理的環境への配慮

№ 管 轄 相 談 者

８ 大隅地域振興局 年齢 不明 性別 男 障害種別 肢体不自由

内 車椅子利用者だが，来店した際，店舗入口付近に物が置いてあり，車椅子
容 での通行が困難な状態だった。事業者に対して啓発して欲しい。

対 事業者に事実関係を確認するとともに，啓発を行った。
応

結 店舗の入口等，車椅子の通行に配慮がなされた。
果

エ その他

№ 管 轄 相 談 者

９ 大隅地域振興局 年齢 不明 性別 男 障害種別 －（使用者）

内 精神障害者を５年前に雇用し，順調に勤務していたが，この半年間くらい
容 でミスが目立つようになり，配置換え等もしてみたが改善されず困ってい

る。朝からアルコール臭いときもあり，対人業務を任せられない。どのよ
うに指導していけば良いか，アドバイスして欲しい。

対 相談者に対して，障害者に対する就業面及び生活面の支援を総合的に行う
応 障害者就業・生活支援センターについて説明し，同センターの利用を勧め

た。
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Ⅳ 障害者差別解消法の施行に伴う対応状況等について

１ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要

(1) 目 的

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や，国の行政機
関，地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消す
るための措置などについて定めることによって，全ての国民が障害の有無に
よって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現につなげることを目的とする。

(2) 施 行

平成28年４月１日

(3) 主な内容

ア 差別を解消するための措置

国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とす
る差別」を禁止

区 分 不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国の行政機関・

禁 止 法的義務
地方公共団体等

民間事業者 禁 止 努力義務

具体的対応■

・政 府

差別の解消の推進に関する基本方針を策定

・国・地方公共団体等

当該機関における取組に関する職員対応要領を策定

・民間事業者

主務大臣が事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定

イ 差別を解消するための支援措置

相談・紛争解決■

既存の相談・紛争解決の制度の活用，充実

地域における連携■

障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携

啓発活動■

普及・啓発活動の実施
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２ 本県の対応状況等

(1) 職員対応要領の策定

基本方針に即して，障害を理由とする差別の解消に関し，職員が適切に対
応するために必要な事項を定めた職員対応要領（知事部局）を，平成28年３
月に策定（４月１日施行）。

職員対応要領研修会開催状況■

会 場 月 日 回 数
平成28年９月５日 ２回

南薩地域振興局
９月６日 ２回

北薩地域振興局 平成28年７月１日 ２回
平成28年９月７日 ２回

姶良・伊佐地域振興局
９月８日 １回

平成28年８月24日 ２回
大隅地域振興局

８月25日 ２回
熊 毛 支 庁 平成28年６月21日 ２回
大 島 支 庁 平成28年７月15日 ２回

平成28年10月13日 ２回
本 庁 平成29年１月19日（予定） ２回

２月９日（予定） ２回
計 ２３回

(2) 相談・紛争解決，啓発活動

（Ｐ８参照）

(3) 地域における連携

条例に基づく「鹿児島県障害者差別解消支援協議会」が，障害者差別解消
法に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼ねている。

(4) 市町村との連携

担当者意見交換会等の開催■

参集範囲 開 催 日 参 加 市 町 村
鹿児島地域 鹿児島市・日置市・いちき串木

平成28年８月29日
振興局管内 野市・三島村・十島村
南 薩 地 域 枕崎市・指宿市・南さつま市

平成28年９月５日
振興局管内 南九州市
北 薩 地 域 阿久根市・出水市・薩摩川内市

平成28年７月１日
振興局管内 長島町

姶良・伊佐地域 霧島市・伊佐市・姶良市
平成28年９月２日

振興局管内 湧水町
鹿屋市・垂水市・曽於市

大 隅 地 域
平成28年８月24日 志布志市・大崎町・東串良町

振興局管内
錦江町・南大隅町・肝付町

熊毛支庁管内 平成28年６月21日 西之表市・南種子町
奄美市・大和村・宇検村

大島支庁管内 平成28年７月15日
龍郷町・徳之島町
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３ 市町村の対応状況等【内閣府調査結果】

(1) 職員対応要領の策定

策定状況（平成28年10月１日時点）■

策 １４市町
定 鹿児島市・鹿屋市・薩摩川内市・霧島市・志布志市・奄美市
済 姶良市・さつま町・肝付町・中種子町・南種子町・屋久島町
み 喜界町・知名町
Ｈ ２１市町村
28 枕崎市・阿久根市・出水市・西之表市・垂水市・日置市・曽於市
策 いちき串木野市・南さつま市・南九州市・伊佐市・三島村
定 長島町・湧水町・大崎町・錦江町・大和村・宇検村・瀬戸内町

龍郷町・与論町
時 ３町村
期 十島村・東串良町・伊仙町
未
定
策 ５市町
定 指宿市・南大隅町・徳之島町・天城町・和泊町
未
定

(2) 障害者差別解消支援地域協議会の設置

設置状況（平成28年10月１日時点）■

設 10 単独設置
置 市 日置市
済 町 共同設置
み 肝属地区 鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町

南大隅町・肝付町
種子島地区 （ 西之表市，中種子町，南種子町 ）

事 ２ 枕崎市，いちき串木野市
実 市
上 ※ 法に基づく協議会は設置していないが，相当する事務
設 を行う協議会が別に設置されている。
置
Ｈ １ 南さつま市
28 市
設
置
時 16 単独設置
期 市 薩摩川内市・南九州市・姶良市・十島村・伊仙町
未 町 共同設置
定 村 出水地区（ 阿久根市・出水市・長島町 ）

曽於地区（ 曽於市・志布志市・大崎町 ）
奄美地区（ 奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町 ）

設 14 鹿児島市・指宿市・霧島市・伊佐市・三島村・さつま町
置 市 湧水町・屋久島町・喜界町・徳之島町・天城町・和泊町
未 町 知名町・与論町
定 村
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５ 「障害者差別解消推進功労者」表彰について

１ 概 要

「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」第24条の規定に基
づき，障害を理由とする差別の解消の推進に特に功績があったものを表彰する。

※ 鹿児島県障害者保健福祉大会における表彰対象に，本年度から追加。

２ 表彰の基準

次のいずれかの取組を行っている者又は団体で，障害を理由とする差別の解
消の推進に特に功績があったと認められるもの。

① 障害のある人に対する理解が広まるような取組
② 障害のある人とない人が共に活動する取組
③ 障害のある人が安全かつ快適に利用できるような施設整備等の取組

３ 平成２８年度表彰者について

ＮＰＯ法人 自立生活センターてくてく 事務局長
氏 名

岩﨑 義治 氏

「『障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（仮称）』
検討委員会」委員として条例制定に尽力され，また，条例の普及・啓発

表彰理由
を図るための街頭キャンペーンの実施などに積極的に取り組まれており，
障害を理由とする差別の解消の推進に特に功績があったと認められる。

・平成24年８月，福祉関係等の36団体から成る「鹿児島県に障害者差別
禁止条例をつくる会」会長に就任
・平成25年９月，「『障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり
条例（仮称）』検討委員会」委員に就任
・平成27年１月，条例の普及・啓発に取り組むために結成された「かご

功績概要 しま障害フォーラム」代表に就任
・条例啓発の街頭キャンペーンの実施（平成26年７月・10月，平成27年
８月，平成28年４月）
・内閣府主催の「障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラ
ム」（平成27年１月，平成28年２月）におけるパネルディスカッショ
ンへのパネリストとしての参加 など
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